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更新の結果、６５歳以下については募集パンフレットの月額保険料から、コース、年代、性別により
２円から１８０円下がりました。※６６歳以上の方はパンフレット記載のとおりです。 
 

平成２９年１月のグループ保険の月額保険料 

 

 
12,157人 

88.6％ 

 

 
10,706人 

78.0％ 

 

 
5,640人 

41.1％ 

三大疾病保障保険 
 

 
10,433人 

76.0％ 

 

 
2,939人 

21.4％  

 

 
4,197人 

30.6％ 

長期所得補償保険 疾病医療上乗せ保険 

～宇和海を守る／宇和島海上保安部所属「巡視船たかつき」「巡視船おいつかぜ」～ 
（提供：第六管区海上保安本部 宇和島海上保安部） 

グループ保険 医療保障保険 団体傷害保険 

契約代表者：公益財団法人 海上保安協会 



（単位：円）

16～35歳 36～40歳 41～45歳 46～50歳 51～55歳 56～60歳 61～65歳 66～70歳

S56.7.2～
H13.7.1生

S51.7.2～
S56.7.1生

S46.7.2～
S51.7.1生

S41.7.2～
S46.7.1生

S36.7.2～
S41.7.1生

S31.7.2～
S36.7.1生

S26.7.2～
S31.7.1生

S21.7.2～
S26.7.1生

男 10,320 11,640 13,560 16,920 22,200
女 8,820 10,440 11,400 13,260 15,840
男 9,460 10,670 12,430 15,510 20,350
女 8,085 9,570 10,450 12,155 14,520
男 8,600 9,700 11,300 14,100 18,500
女 7,350 8,700 9,500 11,050 13,200
男 7,740 8,730 10,170 12,690 16,650 22,050
女 6,615 7,830 8,550 9,945 11,880 13,455
男 6,880 7,760 9,040 11,280 14,800 19,600
女 5,880 6,960 7,600 8,840 10,560 11,960
男 6,020 6,790 7,910 9,870 12,950 17,150
女 5,145 6,090 6,650 7,735 9,240 10,465
男 5,160 5,820 6,780 8,460 11,100 14,700
女 4,410 5,220 5,700 6,630 7,920 8,970
男 4,300 4,850 5,650 7,050 9,250 12,250
女 3,675 4,350 4,750 5,525 6,600 7,475
男 3,440 3,880 4,520 5,640 7,400 9,800 13,360
女 2,940 3,480 3,800 4,420 5,280 5,980 7,420
男 2,580 2,910 3,390 4,230 5,550 7,350 10,020
女 2,205 2,610 2,850 3,315 3,960 4,485 5,565
男 1,720 1,940 2,260 2,820 3,700 4,900 6,680
女 1,470 1,740 1,900 2,210 2,640 2,990 3,710
男 1,204 1,358 1,582 1,974 2,590 3,430 4,676 10,759
女 1,029 1,218 1,330 1,547 1,848 2,093 2,597 4,676
男 860 970 1,130 1,410 1,850 2,450 3,340 7,685
女 735 870 950 1,105 1,320 1,495 1,855 3,340
男 516 582 678 846 1,110 1,470 2,004 4,611
女 441 522 570 663 792 897 1,113 2,004
男 3,074
女 1,336
男 1,537
女 668
男 1,720 1,940 2,260 2,820 3,700 4,900 6,680
女 1,470 1,740 1,900 2,210 2,640 2,990 3,710
男 1,204 1,358 1,582 1,974 2,590 3,430 4,676 10,759
女 1,029 1,218 1,330 1,547 1,848 2,093 2,597 4,676
男 860 970 1,130 1,410 1,850 2,450 3,340 7,685
女 735 870 950 1,105 1,320 1,495 1,855 3,340

男 516 582 678 846 1,110 1,470 2,004 4,611
女 441 522 570 663 792 897 1,113 2,004
男 344 388 452 564 740 980 1,336 3,074
女 294 348 380 442 528 598 742 1,336
男 172 194 226 282 370 490 668 1,537
女 147 174 190 221 264 299 371 668

300万円

200万円

100万円

本
人

6,000万円

5,500万円

5,000万円

4,500万円

4,000万円

3,500万円

3,000万円

2,500万円

2,000万円

1,500万円

1,000万円

200万円

100万円

700万円

加

入

区

分

死亡または高度障

害のとき【死亡・高

度障害保険金（年

金原資）】

加入できません

※記載の保険料は平成29年1月1日より適用している保険料です。ご自身の年齢群で保険料をご確認ください。

男女とも3歳～22歳までのこども（平成6年7月2日～平成26年7月1日生まれ）

こ
ど
も

一律　240

一律　160

一律　80

500万円

※　300万円

200万円

100万円

配
偶
者

1,000万円

700万円

500万円

※　300万円

性別

保険年齢

※現在300万円で加入されている方（本人・配偶者）の保険料です。65歳以下の方で100・200・300万円への新規加入はできません。

※赤枠内は、本人が66歳以上で300万円以下の保険金額に加入している場合のみ、配偶者は本人加入保険金額の範囲内（100・200・300万円）で加入できます。

年齢は保険年齢です。

保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端

数について6ヵ月以下は切捨て、6ヵ月超は
切り上げた年齢をいいます。

保険年齢

71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳

S20.7.2～
S21.7.1生

S19.7.2～
S20.7.1生

S18.7.2～
S19.7.1生

S17.7.2～
S16.7.1生

S16.7.2～
S17.7.1生

S15.7.2～
S16.7.1生

S14.7.2～
S15.7.1生

S13.7.2～
S14.7.1生

S12.7.2～
S13.7.1生

S11.7.2～
S12.7.1生

男 6,195 6,813 7,494 8,265 9,153

女 2,643 2,937 3,273 3,663 4,113

男 4,130 4,542 4,996 5,510 6,102 6,780 7,540 8,370 9,326 10,404

女 1,762 1,958 2,182 2,442 2,742 3,084 3,480 3,936 4,458 5,060

男 2,065 2,271 2,498 2,755 3,051 3,390 3,770 4,185 4,663 5,202

女 881 979 1,091 1,221 1,371 1,542 1,740 1,968 2,229 2,530

男 6,195 6,813 7,494 8,265 9,153

女 2,643 2,937 3,273 3,663 4,113

男 4,130 4,542 4,996 5,510 6,102 6,780 7,540 8,370 9,326 10,404

女 1,762 1,958 2,182 2,442 2,742 3,084 3,480 3,936 4,458 5,060

男 2,065 2,271 2,498 2,755 3,051 3,390 3,770 4,185 4,663 5,202

女 881 979 1,091 1,221 1,371 1,542 1,740 1,968 2,229 2,530

200万円

100万円

加
入
区
分

死亡または高度障

害のとき【死亡・高

度障害保険金（年

金原資）】

本
人

300万円

200万円

100万円

配
偶
者

300万円

性別

保険年齢



※①死亡保険金が相続税の課税対象となる場合 

  ⇒保険料負担者（職員本人）が被保険者（加入者）の場合 
   ※本人の死亡保険金は法定相続人×500万円までは非課税です。（ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。） 

※②死亡保険金が贈与税の課税対象となる場合 

  ⇒保険料負担者（職員本人）が被保険者（加入者）ではなく、かつ、保険料負担者（職  
   員本人）と死亡保険金受取人が異なる場合 

税金の種類 保険料負担者 被保険者(加入者) 死亡保険金受取人 

相続税 本人 本人 配偶者 

贈与税 本人 配偶者 子 

非 課 税 

＜ 税 金 ＞ ＜対象となる制度＞ 

入院・通院・手術 
給付金 

・医療保障保険 
・団体傷害保険 
・疾病医療上乗せ保険 

特定疾病保険金 ・三大疾病保障保険 

高度障害保険金 ・グループ保険 

相 続 税※① 

贈 与 税※② 
死亡保険金 ・グループ保険 

＜例＞ 

【ケース①（相続税）】 職員Ａさん、家族構成：配偶者・こども2人 Ａさんが亡くなった場合 

＜Ａさんの加入内容：グループ保険4,000万円(相続税の課税対象)、死亡保険金受取人⇒配偶者＞ 
 

 〇相続財産：3,000万円 〇グループ保険：4,000万円 〇死亡退職金：1,000万円 〇葬式費用：200万円 
 〇法定相続人⇒3人（配偶者、こども2人） 
 

≪相続税 課税価格の合計額の求め方≫ 
 ①相続財産(預貯金・土地・建物等)＋②みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等) 
  ー③非課税財産（生命保険金・死亡退職金等）－④葬式費用・債務 ＝ 課税価格の合計額 
 

※上記の場合、①3,000万円＋②5,000万円(グループ保険4,000万円＋死亡退職金1,000万円)ー③2,500万円 
(グループ保険非課税分：法定相続人数×500万円⇒1,500万円＋死亡退職金非課税分：法定相続人数×500
万円⇒1,000万円(退職金の範囲内のみ適用))－④200万円 ＝ 5,300万円 
 

≪相続税の基礎控除額⇒課税価格から基礎控除額を差し引き、超過分に対し相続税が課される≫ 
 基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相続人数 ＝ 4,800万円 
 

≪相続税額の計算≫ 
 5,300万円ー4,800万円＝500万円 ⇒ 1,000万円以下の税率10％ ⇒ 50万円 
 

※１：課税価格が基礎控除額の範囲内の場合、相続税はかかりません。 
※２：課税価格が基礎控除額以上であっても、配偶者の相続した財産が法定相続分までの場合、または、16,000万円までなら、配偶者に相続税はかかりません。 

【ケース②（贈与税）】 職員Ｂさん、家族構成：配偶者・こども(未成年)1人 Ｂさんの配偶者が亡くなった場合 

＜Ｂさんの配偶者の加入内容：グループ保険700万円(贈与税の課税対象)、死亡保険金受取人⇒こども＞ 
 
 

≪贈与税額の計算≫ 
 ①贈与財産700万円ー②基礎控除110万円＝590万円 ⇒ ※590万円×30%－65万円 ⇒ 112万円 
 
 ※600万円以下の税率は30％、控除額は65万円 

※税務の取扱については税制改正により、今後変更となることがあります。 



マリアス保険の全制度が年払から月払に変更されました。 

保険料は、海上保安協会に登録されている銀行等の口座か
ら引き落とし（毎月27日）していますが、残高不足による引き
落とし不能で保険料が未納の場合、保険契約が失効するこ
とがありますのでご注意ください。 
 

・引き落とし口座を変更する場合は、海上保安協会にお問い合わ
せください。 

・万が一、口座引き落としができなかった場合は、海上保安協会か
ら郵便局払込取扱票をお送りしますので、指定期日までに必ず振
込みをお願いします。 
 
 

 

 

  期日までに保険料の納付が無い場合、保険契約が失効する恐れがあります！ 
※給与口座と海上保安協会の保険料引き落とし口座は連動していません。給与
口座を変更されても保険料引き落とし口座は自動変更されませんのでご注意くだ
さい。 

●保険料以外のお知らせ（マリアスWEBサイト） 

マリアス保険制度を職員、家族及び退職者等に

広くご案内させていただくために、 

①マリアスのパンフレット、②ライフプランシミュ

レーション（簡易版）、③海上保安協会への届出

及び請求ガイド等掲載しております。（また、④皆

様からのご質問もメールでお受けすることができ

ます）  

是非アクセスいただき、幅広いご利用をお待ちし

ております！ 

① 
② 

④ 

◆◆ 海上保安庁 健康安全標語 ◆◆ 
 
 （健康管理部門） 
 
   「 笑い声  響く職場に  病気なし 」 
                                 広島航空基地  下前 貴臣 
 （安全管理部門） 
 
   「 「何か変」  小さな違和感  即チェック 」 
                            伊勢湾海上交通センター  岡島 史典 
               

 ※インターネット環境があればどこからでもアクセス可能  

  例）自宅等のパソコンの場合： 
    海上保安協会ホームページのトップページにある「団体保険マリアス（加入者専用）」の 

    バナーをクリックし、マリアスWebサイトにアクセスしてください。（ＰＡＳＳ：19480512） 
 

【マリアスWEBサイトイメージ図】 

③ 


